
（補論）住み続ける権利について 

「住み続ける権利」とは、「被災者・地域住民が、どこに、だれと住むか、どのように住むかを自己
決定し、自分らしく生き、自己の願い・希望を実現することを人権として保障する」ものである。 
憲法 22 条において、国民は「居住、移転の自由」が人権として保障されている。この規定が含意し

ているのは、自己の意思で自由に移動できることを保障するのはもちろん、自己の意思に反して居所を
移されないという「移動しない自由」をも保障しているということである。移動しない自由の保障とは、
すなわち「住み続ける権利」の保障である。被災地であっても住み慣れた町で住み続けることは、憲法
上の権利、つまり国が住民に保障すべき人権である。 
もちろん、住み慣れた地域を離れ「移転」する自由も保障されているのは言うまでもない。被災者の

自己決定により住み慣れた町を離れて居住した者であっても、そこで「住み続ける権利」が保障されな
ければならないことになる。 
住み続ける権利が保障されるためには、狭義の住居の保障のみならず、ライフラインの整備、居住環

境の保障、生業・職の保障（所得保障）、医療機関や福祉施設などの社会保障、教育の保障、交通の保
障、文化・コミュニティ・つながりの保障など、公的責任による重層的な権利保障が不可欠の条件とな
る。これらは、憲法 22条のみならず、25 条（生活権、健康権、文化権、居住権）、27、28 条（労働権、
労働基本権）、26条（教育権）、財産権（29 条）などを総合的に保障することではじめて実現する。 
 さらに、総合的人権保障としての「住み続ける権利」は、国際条約においても明記されている。国際
人権規約では、「移動の自由、居住の自由」を保障したうえで（市民的政治的権利に関する国際規約 12
条）、「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準」の保障と「生
活条件の不断の改善」についての権利を認めている（経済的社会的文化的権利に関する国際規約11条）。 

住み続ける権利は、憲法が住民に保障する人権であることから、その具体化に当たっては「人間の尊
厳」が保障されなければならない（13 条）。尊厳の保障の基礎となるのは、住民の自己決定と選択であ
り、それを通じて、住民一人ひとりが自分らしく生き、自己の願い・希望を実現することであるといえ
る。したがって、住み続ける権利の保障にあたっては、住民の自己決定と参加の保障が不可欠となる。
地震からの復興計画策定に際しても参加の保障が徹底されなければならない。 
 そして、住み続ける権利が憲法上の人権である以上、それを実現させる保障主体は、国・自治体であ
る。石川県の復興プランの基底には、人権としての住み続ける権利の保障が据えられなければならない。 
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